
ヘ ーゲ ル 『法 の哲学 」 にお ける 「意 志」論

自由と自然をめ ぐって一

田 中 茂 樹

1は じ め に

「自然 と自由 との関係が近 代の文化 と哲学 との主要 問題 であ る」(1)ことは周知の とお

りであ る。 自然科学 の急激な発達 と自由の一般 的な自覚 とは,「 啓蒙 の時代」を特徴

づ ける重要な要素であ る。 「近代 自然科学において捉 えられている ような 自然 に とっ

ては,必 然性の様相 と法則探究的科学(dienomologischeWissenschaft.)と い うタイ

プとが範型的 となったが,そ れに対 して近代的な 自由の理念 とい う意味で の自由に と

っては,可 能性の様相 と自律(Autonomie)お よび 自己規定的(selbstbestimmt)実

践 とい うタイプとが 範型的 となった」②。 両者は それぞれ独 自に発展 して,異 な った

「二 つの伝統」を形成 するだけで な く,互 いに競合す るに至 らざるをえない。 必然的

法則に従 って生成消滅するものは 自由ではあ りxな い し,自 分 自身の規定(使 命)に

従 って行為す る ものに とって決定論は受け容 れ難 いか らである。 自然 と自由 とは単に

対立をなすだけでな く,相 互に矛盾 し合 う。 自然 と自由の両方 に関わ りつつ生 きる人

間は,こ うした分裂状態にあ って引 き裂かれざるをえない。近代以降,こ の矛盾対立

の克服を 目指 して様 々な哲学者たちが思索を傾注 したが,そ の中にヘーゲル も含 まれ

てい る。

ヘーゲルにとっての主要問題 も,「 必然的法則に支配 されてい る宇宙 において,人

はいかに して 自由であ りうるか」{3)であ る。 ヘー ゲルは,因 果的必然的法則を探究す

る自然の認識 と自由な人間の実践 とのそれぞれを,独 立 した二つの学の対象 として考

察す るだけではな く,両 者 の分裂 ・対立 を より高い統 一的 な視点か ら克服 しよ うとし

た。

『エンチ ュクロペデ ィー』 の体系は,「論理学」,「自然哲学」,「精神哲学」 に区分 さ
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れ,そ れぞれ においてヘーゲルは論理や 自然,精 神についての,古 代か ら当時に至る

までの様 々な哲学的立場を,経 験科学な どを も含めて批判的 に摂取 しつつ,独 自の立

場か ら位置づ けて体系を構築 してい る。 この体系を構成する 「論理学」,「自然哲学」,

「精神哲学 」 は,そ れぞれ 「即且つ対 自的な理念の学」,「自分 の他在における理念の

学」,「自分 の他在か ら自己の内へ還帰 した理念 の学」(Enz.§18)(4)で ある。す なわち

ヘ ーゲル哲学 の対象 はあ くまで 「理念」なのであ り,「必然性 と偶然性」(Enz.§248)

を示す 自然 と,そ の本質が 「自由」(Enz.§382)で あ る精神 とは,思 惟 の抽象的な

エ レメン トか ら,他 在 とい う外面的 な形式を経 て,即 且つ対 自的 な本来のあ り方へ と

至 る 「理念」 の発展 における第二段階 と第三段階 をなす と見なされ ている。ヘーゲル

哲学 の体系形式に着 目した この ような見方は既 に,自 然 と自由の関係 とい う問題 に対

す るヘ ーゲルの取 り組み方を示唆 していると言えるだ ろ う。 自然 と自由とは同 じレベ

ルにおいて相互に対立す るもの と見なされているのでは な く,自 由の方が 自然 より上

位 に置かれているのであ る。

では,こ の ような外面的な捉 え方 によって体系 の中での位置 づけが見て取 られる自

由 と自然 との関係を,ヘ ーゲルは実際 の具体的な哲学的思惟の遂行 において どの よう

に考察 してい るだろ うか。

小論 では さしあた り,自 由を本質 とす る 「精神」 と 「外的な客観」 との関係を考察

する(§483)「 客観的精神論」 を詳述 した 『法 の哲学』の冒頭 において展開 され てい

る 「意志」論を基に して,自 由 と自然 との関係についてのヘ ーゲルの見方を考察す る

手がか りを探 りたい。

II「 意志」論 としての 『法の哲学』

ヘーゲルの 『法 の哲学』は,単 に狭 い意味での法律,い わゆる 「抽象法」だけでな

く,「 道徳」や 「人倫」を も含 めた広 い意味での 「法」を考察 の対象 としているが,

「法」 の地盤は 「精神的 なもの(dasGeistige)」 であ り,そ のさ らに詳 しい場所 と出発

点は 「自由な意志」 である(§4)。 したが って 「自由」が 「法」 の実体 と規定をなす

のであ り,「 法体系」 とは 「自由の実現 された国」 に他な らない(§4)。 ある 「定在

(Dasein)」 が 一一般に 「自由意志」の 定在 であると い うことが 「法」で あ り,そ れは

「理念」 としての 「自由」である(§29)。 「哲学的法学」は 「法」の 「理念」 をその
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対象 とするが,「 法」の 「理念」 とは,「 法」 の 「概 念」 だけで な く,そ の 「現実化

(実現)(Verwirklichung)」 を も意味 している(§1)。

この よ うに,ヘ ー ゲ ル の 『法の哲学』 におけ る 「法」 の考察の 基礎には 「自由意

志」が存 している。ヘ ーゲルに とって 「意志」 は常に 自由であ り,自 由でない ような

意志は意志ではない。 そ航は 物体 が 常に重 さを 持つ のと同様 である。 この 「自由意

志Jの 発展段 階のおのおのが,『 法の哲学』の三つ の領域 を 構成 してい る 「抽象法」,

「道徳」,「人倫」 に他 な らない。

『法 の哲学』の 「区分」(§33)に よ る と,ま ず 「抽象法」の 領域に おいては 「意

志」 は直接的で あ り,「 意志」の概念 は抽象的な 「人格性(Personlichkeit)」,ま た

「意志」の 「定在」は直接的で外的な 「物件(Sache)」 であ る。次に 「道徳」の領域 に

おいては,「 意志」 は外的な 定在か ら 自己の うちへ と還帰 してお り,主 観的個別性

(subjektiveEinzelheit)と して普遍的な ものに対立 している。最後Y'「 人倫」の領域

においては,「 意志」は上 の二つの契機 の統一であ り,真 理態(Wahrheit)で ある。

そ して,こ の 「人倫」の領域は,さ らに 「家族」,「市民社会」,「国家」 に区分 されて

い る。 「抽象法」の領域 においては,即 自的に 自由な直接的個別的な 「人格」 として

の抽象的な自我 と 「物件」 との関わ り,ま た,あ る 「人格」 と他の 「人格」 との関わ

りが 「所有」や 「契約」,「不法」 として 考察 され てい る。 「道徳」の 領域に おいて

は,対 自的に自由な主体 としての自律的意志が 「企図(Vorsatz)」 と 「責任(Schu・

ld)」,「意 図(Absicht)」 と 「福祉(Wohl)」,「 善」 と 「良心」 との関係において考察

されてい る。そ して 「人倫」 の領域においては,主 体的意志 と客体的法則 との統一 と

しての即且つ対 自的に 自由な 「人倫的な もの(dasSittliche)」 の,「 家族」か ら 「市

民社会」,「国家」へ の発展が考察 され ている。

こうした 『法の哲学』の区分 や内容 の概観か らもわか るよ うに,『 法の哲学 』にお

いて考察 の基礎 とな っている 「意志」 ないし 「自由意志」 とは,普 通想定 されるであ

ろ うような単 なる個人的意志に限 られる ものではな く,個 人 と個 人の間で働 く意志作

用や,さ らにそ うした個k人 の意志の寄 せ集めで しかないよ うな共通 の意志をxた

普遍的な意志 をも意味 している。 「意志」 とい う言葉 の意味す る範囲がこのよ うに拡

大す るにつれて,「 自由」 の意味 も拡大するだ ろ うし,そ れ と対立する と見 なされて

いる 「自然」 の意味 も変わってこざるを得ない。 「自然」 には,認 識の対象 として眼

前 に見いだ される外的 自然 だけでな く,「 自由」 と対立する と見な される限 りでの人
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間の本性や人為的 自然 も含 まれ る。

小論 でその考察 の手がか りを探 るべ き自由と自然 の関係は,こ の ような観点か ら見

られ るべきものである。 ただ し以下での探究 の範囲は,も っぱ ら 『法の哲学』 「緒論

(Einleitung)」 で展開 されている 「意志」の概念 の分析に限定する。

皿 「意志」の三契機

「意志」 の分析にあたってヘ ーゲルは,ま ず 「意志」 の三つの契機 を提示す る。

第一 の契機は,普 遍性 の契機である(§5)。 この場合 の普遍性 とは,す べ ての個物

に共通 して含 まれ る一.的 な性質 とい った ものではな く,あ らゆ る特殊 を排除 した絶

対的抽象,純 粋 な無規定態(Unbestimmtheit)で あ る。普遍性 とい う契 機は,ヘ ーゲ

ルに とって 「意志」 と 「思惟」 とが不可分 であることに由来す る。 『エ ソチxク ロペ

デ ィー』の 「主観的精神論 」Y`い て,「 自由意志」である 「自由な精神」は,「 感

情(直 観)」 か ら 「表象」を経 て 「思惟」へ と発展す る 「理論的精神」 と,「意志」 と

しての 「実践的精神」 との統一であ ることが 前提 されてい る(§4,Enz.§440-82)。

「自由意志」 とは 「自己が 自由である ことを知 っている精神」(Enz.§482)Y'他 な ら

ない。 したが って,通 常 の意味での 「意志Jと は,何 物かを欲す ること,何 かを しよ

うと意志す ることだが,「 知」ない し 「思惟」 としての 「精神」は,こ うした 「何物

か」や 「何かをす ること」 とい った特殊 な内容を捨象 して,普 遍性の地盤 に立つ こと

がで きる。そこでは欲求や欲望,衝 動な どの 自然的な ものに よって与xら れた特定の

内容が解消され,純 粋に 自己 自身を思惟 しようとす る働 き,「 自我の純粋 な 自己内還

帰」だけが存する。普遍性 とは,「 意志」の この ような抽象的な契機,特 定の内容を

排除 した無規定的な側面を意 味 してお り,こ の点 で 「自由意 志」 は 「空虚な 自由」,

また,意 志 とその内容 とを,す なわ ち主観 と客観 とを分離 して捉xる 「悟性の 自由」

であ る。

ところで,欲 求や欲望,衝 動 などの 自然的 なものに よって与xら れた特定 の内容が

「意志」 の 自由な働 きを阻害す る制限 と見なされ る場合,そ れを排除する とい うこと

は,自 由が肥大 し,「 無制 限な無限性」 となることを意味す る。 この ような自由が現

実的 な形態を とると,宗 教 的な場面では,世 俗を離れ 自己の内面に沈潜する 「イン ド

的な純粋瞑想の狂信」 とな り,政 治的な場面 では,現 存す る一切 の社会的秩序 を破壊
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しようとす る狂信 となる。 こ うした狂信は,自 分 では普遍的平等 の状態や普遍的宗教

的生の状態 とい った何か積極的な ものを 目指 しているつ も りであっても,そ うした積

極 的な状態はふたたび直 ちに破壊 され るべ き何 らかの秩序に転化せざるを えないゆx

に,結 局 「破壊の狂暴」で しかあ りえない。 「自由」 の持つ一つの契機 のみを拡大 し

た 「悟性的 自由」は一面的な ものにす ぎないが,そ れをこの よ うに唯一最高の 自由 と

見なす ので な く,あ くまで も一契機 にす ぎない もの と見なす限 りで,そ れ 自身本質 的

な規定 なのであ る(§5.Zusatz)。

「意志」 の第二の契機 は特殊性である(§6)。 第一 の側面において見 られた 「意 志」

は,あ らゆ る特殊な対象や 内容を捨象 した抽象的な無規定態にあ ったのに対 して,こ

の第二 の側面 において,「 意志」の主体 である自我は区別や規定 といった働 きを行な

う。 自我は,何 物かを欲す るとか,何 かを しよ うと意志す るとい う仕方 で,意 志の主

体 としての自我 自身 と,特 定 の内容を持 ったこの もの とかこ うい う行為 とか の対象 と

を区別 し,自 分 の対象を限定(規 定)す る とともに,そ の ように限定 され た内容を持

つ ことに よって自我 自身を も特定の この 自我 として限定(規 定)す るのである。特殊

性 の契機は この ように,.「 意志」 の内容を特殊 な内容 として,自 我を特殊 な 自我 とし

て定立(Setzen)す る働 きである。 この定立作用 によって 自我は,現 実を顧み ない独

断的 な立場,自 己自身の純粋 な思惟の立場か ら 「定在」のなかへ,「 有限性」 のなか

へ と進み入る。

「意志」 の第二 の契機の提示 に際 して,ヘ ーゲルは カン トやフ ィヒテの批判 を行な

っている。ヘーゲルに よれぽ,カ ン トもフィヒテも 「普遍性」 と 「特殊性」の二契機

を区別 してはいるが,ま だヘーゲル自身の立場 である思弁哲学 には到 っていない。 フ

ィヒテの場合,自 我 は端的に 自己 自身を定立する 「無制限老(dasUnbegrenzte)」 で

あ り,肯 定的な もの,そ れだけで(fursich)真 なるものと見なされ る。それに対 し

て,自 我 に端的に反対定立 され る非我,す なわち 自我 に とっての制 限は,否 定的なも

の として自我に付 け加 え られ るにす ぎない。普遍的な ものとしての 自我 と特殊 な もの

としての非我 とは,厳 然 と分離 されたままである。カン トの場合 も,意 志が 自己 自身

の法則 に従 う 「意志の 自律」の形式的普遍性 と,特 定 の対象に関係す る 「他律」 とい

う特殊性 とは,「 知性界」 と 「現象界」 との分離 と同様 に,結 合 されることはない。

両者 とも,無 限性 と有 限性 との二元論 の立場に とどまるのであ る。

この ような批判の当否 はともか くとして,こ の批判 において述べ られ てい る,普 遍
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性 と特殊性 の関係についてのヘ ーゲルの捉 え方を確認 してお く必要があるだ ろ う。ヘ

ーゲルの論理学に よれば
,普 遍性 と特殊性 とは互いに無 関係な のではな く,普 遍性の

うちには既に特殊性が含 まれてい る。 「意志」について も,第 一の契機 である普遍性

は特殊 な内容が捨象され ることに よって普遍的なのだが,特 殊性を否定す るとい う仕

方 で既 に自体的(ansich)に は第二 の契機である特殊性 を含んでいるのである。第二

の契機は,第 一の契機 に自体 的に含 まれていた ものを自覚的に定立 した ものに他な ら

ない。二つの契機 のいずれか一方 のみを単独で真 なるもの と見なす ところに,カ ン ト

やフ ィヒテの根本的誤 りがある,と ヘ ーゲルは考 えている。

「意志」 の第三 の契機は個別 性である(§7)。 個別性 とは,単 なる個体を意味する

のではな く,普 遍性 と特殊1生との統一であ り,特 殊性が 自己の うちへ と還帰 し,そ れ

を通 じて普遍性へ復帰 した ものであると表現 され ている。 「意志」 の うちには,自 我

が何物かを意志する とい う場合の,自 我が 自我 自身 に係わ るとい う抽象的普遍性の側

面 と,特 定の何物か とい う特殊 性の側面 とが同時に含 まれている。個別性の契機 とは

自我 の自己規定(Selbstbestimmung)で あるが,そ れ は本来普遍的に 自由な 自我 が

特定 の内容を持 つ とい う仕方 で 自分 自身を限定(規 定)し,そ の ように規定 され制限

され たものとして,す なわ ち自分 自身 の否定 として 自己を定立する ことであ るととも

に,同 時に 自己の もとに(beisich)と どま り,自 己との同一性(ldentitatmitsich)

を保 つ ことであ る。

第三の契機における 「自由意志」 は,前 の二 つの契機の統 一 として,「 自我は,否

定性 の 自己 自身への関係(dieBeziehungderNegativitataufsichselbst)で ある限

りにおいて,自 己を規定す る」 とい うあ り方を とる。第一の契機 である普遍性は,特

殊 な内容を捨象する とい う意味で否定す る働 き,否 定的 なものである。 また第二 の契

機 である特殊性 も,第 一 の契機 を止揚す るとい う意味 で否定する働 き,否 定的な もの

であった。 したがって,両 契機の統一 とは,否 定的なものが否 定的なものを否定す る

とい う働 きのことで あ り,こ のよ うな 事態が 「否定性 の自己関係」 と表現 されてい

る。 「意志」は,こ の ような否 定的 自己関係の運動 において 自己を規定す る,す なわ

ち特定 の対象を持つのであ る。

また,「 意志」は 自己関係である以上,そ れが内容 として持つ特定 の対象の規定態

(Bestimmtheit)は,「 意志」 に とって外的な拘束 力によって与7i..られた必然的な もの

ではな く,「 意志」に とっては ど うで もよい(gleichgiiltig)も のである。 「意志」 は
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その規定態が 「意志」 自身の働 きに よって定立 された もの,「 意志」 の働 きに よって

媒 介 された観念的な もの(dieideelle)で あることを知 ってい るのである。第一の契機

における 「意志」 も自我 の純粋な 自己内還帰であ り一種 の自己関係 であるが,そ こで

成 立 していたのは,あ らゆ る規定態 を 「意志」の 自由を制限する ものとして排除す る

ことが できるとい う 「絶対的可能性」 であ った。 しか しそれは結局空虚な 自由にす ぎ

ない。 それに対 して第三 の契機においては,特 定 の規定態が与え られ てお り,し かも

「意志」 はそれが単なる 「可能性」であることを 自覚 してい る。

以上が 「自由意志」を成立 させる三つの契 機である。 「自由な意志」は,あ らゆる

規定を捨象 して 自己 自身に関係 し,自 己の もとに とどまる普遍 であるが,そ れだ けで

は空虚 な抽象物であ り,自 己を限定 して特定の内容 を持 たねばな らない。 しか し特殊

性の もとに とどまって普遍性へ と向かわ ない限 り,た だ外的に与 え られた偶然的な も

のに依存 してお り,こ の場合 も 「意志」は抽象物にすぎない。真の具体的 な 「自由意

志」は,特 殊性 と対立す る普遍性ではあ為が,そ の特殊性が 自己内還帰 の運動を通 じ

て再 び普遍性 と合一するよ うな,そ うい う普遍性である。 また,普 遍性や特殊性の契

機をそれだけで 単独に 取 り出 して,「 意志は 普遍的で あ る」 とか 「意志は 自己を規

定す る」 とか と語 ることは,一 面的な悟性 の立場 に立 って 「意志」を 「主体(Sub-

jekt)」や 「基体(Substrat)」 として予め前提す ることである。 しか しヘ ーゲルLV'よ

れば,「 意志」は,そ うした 規定作用),rY`先だ って存す るよ うな普遍 ではない。 「意 志」

が 「意志」 であ るのは,よ うや く規定作用 として,す なわ ち自己のなかへ 自己を媒介

し,自 己の うちへ還帰する活動(Tatigkeit)と してなのである。

「意志」の このよ うな 活動は既 に,「 否定性の 自己関係」 と表現 されていた。 この

「自己関係的否定性(sichaufsichbeziehendeNegativitat)」 としての無限性が思弁

の最 内奥の ものであ り,あ らゆる活動や生,意 識の源泉 である と見な されている。 こ

のことは 「精神」 の本質が形式的 には 自由であ り,自 己同一性 としての 「絶対的否定

性」 であ る(Enz.§382),と され ていることとも関連 してお り,さ らに検討 を要す る

重要 な論点である。 ここでは,「 意志」の三 つの契機を確認す るにとどめてお く。

IV「 意志」の諸形式

さて次にヘーゲルは,「 意志」 の三つの形式 を,そ の発展段階を追 って叙述 してい
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るが(§9-29),そ れ らの形式が区別 される基礎 となっているのは 「意志」の第二 の契

機 であ る特殊性 である。特殊性 の契機に したがx.ば,「 意 志」 はあ る規定態 を何 らか

の内容や対象 として区別 し,限 定(規 定)し,定 立す る働 きをなす ものであ り,そ う

した 「特殊化(Besonderung)」 に よって特定 の 「定在」 の うちへ と進 み入 ってい る

のであ る。 この点 において 「意志」は有限性 の立場にあ る。

「意志」は,何 物かを欲する こと,何 かを しようと意志することである。 したが っ

てそこには,「 意志」の主体 とその対象 との対立が生 じている。特殊性の契機 に基づ

いて,外 界を眼前 に見いだす(vor丘nden)自 己意識 としての主観的な もの と,外 的で

直接的 な現実存在(Existenz)と しての客観的な もの との形式上(formelle)の 対立が

生 じるのである。 この対立が 「意志」の規定態 であ り,「 意志」を特殊へ と限定す る

ものであ るが,さ らに 「意 志」 は,「 規定態において自己へ と還帰す る個別性」 で も

あ り,主 観的な ものと客観的な もの との対立 を克服 しよ うとす る働 きで もある。 した

が って,「 意 志」 は 「主観的な 目的を,活 動 や手段 による媒 介を通 じて客観性へ と移

す(ubersetzen)過 程」 としての,「 形式 的(formale)な 意志」であ る(§8)。 つ ま

り,「 意志」 は 自分 の主観 的な 目的を客観において現実化する働 きであ る。そ してそ

の働 きのあ り方 に よって 「意志」 のい くつかの形式が区別 されることにな る。

まず最初に,「 意志」の 目的が直接的である場合,「 意志」 は即 自的にのみ,す な

わ ちそ の概 念においてのみ 自由である。そ して,「 意志」が 自己自身を対象 とす るこ

とによって ようや く,即 自的に自由であ った 「意志」が対 自的にも自由となる。 「自

由意志」が即 自的なものか ら即且つ対 自的な ものへ発展 してい く段階 において,「 意

志」は 「衝動,欲 望,傾 向性」,「恣意」,「即且つ対 自的に 自由な意志」な どの具体的

な形態を とるととになるのである。

さて,「 意 志」が さしあた り即 自的に しか 自由ではない場合,そ れは 「直接的 ない

し自然的な意 志」 である。それは,自 分の内容を直接的に見いだす よ うな 「衝動」,

「欲望」,「傾 向性」 であ るが,「意志」は本性上 こうした ものに よって規定 されている

のである。 したがって 「自然的な意志」は,確 かに 「意志」の理性的 なあ り方 に由来

する内容を もってはいるが,な お直接性 とい う形式 の うちに とどまってい るゆix.に,

形式 と内容 とが一致 してお らず,「 有限な意志」 とされている。

このよ うな 「意志」 において見いだ され る内容㈲ は種 々さまざまな衝動であ り,自

分 自身 の意志の働 きに よって生 じた ものであ るとい う点で 「私 の もの」ではあるが,
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また普遍性の契機に よって抽象的無規定的なもので もあって,そ の対象や満足の させ

方は多様 である。 自由な 「意志」は こ うした内容 と対象 の二重 の無規定態 において 自

分の衝動 を満足 させ るために自 らに個別性 とい う形式を与 えるが,こ れによって 「意

志」は 「決定す る意志」 とな り,「 現実的 な意志」 となる。

「有限な意志」は,個 別性 の点では形式上 でしか無限ではな く,個kの 内容,つ ま

り自分の本性 の諸規定や 自分 の外的現実性 には拘束 されているが,普 遍性 の契機に基

づ く自己内反省(還 帰)的 な側面に よれば,さ まざまな内容や対象を超越 してお り,

個kの 内容には拘束 されるこ とはない。それゆ}こ の ような 「意志」 にあっては,内

容であ る衝動や主体である 自我 は,或 る ものであ ることもできれば他 の ものであ るこ

ともで きるとい うよ うに,「 可能的な もの」 であ り,選 択す る(wahlen)こ とがで き

る 「可能性」である。 こ うして 「意志」の 自由は 「恣意(選 択意志)(Willkiir)」 と

なる(§15)。

「恣意」の中には,一 ・切 を捨象す る自由な反省 とい う普遍性 の契機 と,内 的外的に

与 え られた内容や素材に依存 してい るとい う特殊性の契機 とが ともに含まれ てい る。

したが って 「恣意」は 「矛盾 としての意志」 であって,真 に自由な意志ではない。意

志 の自由 とい うことで通 常思 い浮かべ られるのは,「 したいことがで きる」 とい う自

由であ るが,実 はそれは この 「恣意」であって,ヘ ーゲルに よれぽ真の 自由意志では

な く,自 然的な衝動に よってのみ規定 された意志 と,即 且つ対 自的に 自由な意志 との

間に,反 省に よって設け られた中間物にすぎない。悟性の立場 におけ る自己意識 の普

遍的統一 としての反省は 自由な自己規定 と見なされているが,実 は形式的な普遍性,

統一であ り,自 分が 自由である との,「 意志」 の抽象的な確信 にす ぎない。

「意志の 自由」 と 「恣意」 とが 混 同されている 限 り,「 意志は 実際に 自由であ るの

か,そ れ とも意志 の自由 といったものは欺 隔にす ぎないのか」 とい う論争 に関 して,

ヘーゲルは 「決定論(Determinismus)」 に正 当性を認める。す なわ ちそれが,自 己決

定 とい う抽象的な自由に,意 志 の働 きに よってはいかん ともし難 い外的な必然性を明

確 に対峠 させる点 において正当性を認め る。そ して自由な 自己決定 のみが意志 に内在

的で,他 の要素 は外か ら与}ら れた ものである とす る点で,「 恣意」を 自由 と見 なす

「反省哲学」を批判す るのである。

以上見 られて きた 「意志」の形式 は,対 自的に無規定的で,外 的 な素材に 自分 の規

定態を見いだす普遍だ ったが,そ の真理態が 「即且つ対 自的に 自由な意志」であ り,
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これ こそ真実 の理念である とされ る。 「即且つ対 自的に 自由な意志」 は 「意志」 自身

を,し か もその純粋な普遍性 におけ る 「意志」その ものを自分の対象 とす る。それに

よって この 「意志」は,欲 望や衝動が もっていた 自己意識 の感覚的外面性 を止揚 し,

「思惟的普遍性」へ と高めるのであ る。 自然 的直接性や特殊性(Partikularitat)を 止

揚 し,普 遍性へ高め る働 きは,思 惟の活動 に基づいている。 ここで再 び,「 意志」 と

「思惟」 との関係が問題 となる。「意志」は 「思惟す る知性」 としてのみ真実 の自由な

意志 なのである。 また,こ の 「即且つ 対 自的に 自由な意志」は 自分 自身が 対象であ

り,「 他者」や 「制限」を持たず,た だ 自己の うちへ と還帰 しているゆえに,真 に無

限であ り,端 的に 自己のもとにある。

以上が,「 即 自的にのみ 自由な意志」か ら 「即且つ対 自的に 自由な意志」への発展

における 「意志」の諸形式であ る。 ただ し,こ こで示 されたのは 「意志」の理念の抽

象的な概念が 「自由な意志 を意志す る自由な意志」(§28)で あ るとい うこ とだけであ

り,「 意志」 の 「定在」 としての 「法」(§29)の 具体的 な形態化の叙述 は,『 法の哲

学』の本論 に委ね られる。

V自 由と自然をめ ぐって

ヘーゲル 自身 がたびたび指摘 しているよ うに,ヘ ーゲルに とっての 「学」の方法や

論理的術語の詳述 は 「論理学」 において前提 され ているが,「 論理学」ではそれが抽

象的な場面において語 られてお り,か えって 『法 の哲学』な どの具体的 な場面におい

て,そ の意味す る事柄が よ り明 らかになるだろ う。 そ こで最後に,こ れ まで辿 って き

た 「意 志」論における論理的術語である普遍性,特 殊性,個 別性 とい う 「意志」の三

契機を再 び取 り上げて検討 してみ ることに よって,小 論 の締め括 りとしたい。

これ らの術語 は確かに,類,種 差,個 物 とい う伝統的な論理概念 と関連 してはい る

が,ヘ ーゲル独 自の仕方で捉 え直 されている。普遍性は 「自我 の純粋な 自己内反省」,

「自分の純粋な思惟」 と言われていた(§5)が,こ れはいわば 「自我=自 我」 とい う

同一律であ り,そ れゆ えに こそ 「純粋な無規定態」や 「絶対 的抽象」 と換 言されてい

た。 ここY'は 単純 な 自己肯定,自 己関係 の契機 が見て取れ る。 しか も,こ の 自我 は具

体 的な内容を否 定,捨 象す る働 きをなす ものである とい う点で否定的 なものであった

か ら,自 己肯定,自 己関係 とはい って も,「 否定的な ものの自己肯定,自 己関係」 で
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あ る。 一方特殊性は,自 我が 自分 自身を 規定(限 定)す る ことに よる ものであ った

(§6)。ヘ ーゲルに よれば 「すべ ての規定は否 定である」(V.121)か ら,こ こには 自己

否定の契機が見て取 れる。 しか も自我 は否定的な ものであるか ら,こ の 自己否定は,

否定的な ものの自己否定 である。 さらに否定的な ものが 自分の持つ否定作用を働かせ

るとい う意味 で,こ れ もまた 「否定的な ものの自己関係」 と言 うことができる。そ し

て最後に個別性は,普 遍性 と特殊性 とを一面的な契機 として自分の うちに含む全体性

(Totalitat)で あ るか ら,二 重 の意味での 「否定的な ものの自己関係」,「絶対的否定

性」であ り,こ れがヘーゲル本来の 「無限性」(§7)に 他 な らないのである。逆 に,

「具体的に普遍」(§6)的 な全体性である個別性を抽象化す ることに よって,同 一性,

区別,自 己関係,自 己肯定,自 己否定 などの契機が,し たが って普遍性や特殊性,個

別性な どの論理的概 念が分節 されて くるのであ る。 この ようにヘ ーゲルは,形 式論理

学的観点 か らは当然区別 され るべ きい くつか の位相を混 同した,奇 妙 な論理に従 って

い るように思 えるが,逆 にこれに よって矛盾対立する ものを一層高い立場か ら統一す

るだけでな く,対 立する ものの レベル と統一す るものの レベ ルを も統一す る論理を見

いだ した と言 うこともで きるだ ろ う。

この ような論理は 「意志」 の三契機 の分析 において見 られ るだけでな く,「 意志」

と 「外的な客観」 との関係において も働 いている。 「意 志」 は三つの契機 を含む もの

として 「否定的 なものの 自己関係」であ り,「 無限性」 である。 したがって 「意志」

は 自己の抽象的普遍的な概念 を否定 し,自 己の他者 としての定在を生み出す。 このこ

とは,「 意志」が 自己の 目的を外的で特殊 な定在 として実現す ることに他 な らない。

この事態を逆 の方向か ら見るな らぽ,外 か ら与 え られた もの,偶 然的必然 的なものが

「意志」 自身 の自由な働 きに よって生 じた もの と見な される とい うことである。 ヘ ー

ゲル哲学における 「自由」が 「必然性の洞察」 と言われ るのは,こ うした 「意志」に

含 まれ る契機 の働 きに よる。 と言 うよ りも,「 意志」 とい うものの中に この ような契 魑

機を見て取るこ とによってヘーゲルは,必 然性 と自由,自 然 と自由の対立を克服 しよ

うとしてい るのである。

小論は 『法 の哲学』の冒頭部分 にのみ基づいて考察を進めてきたために,論 理的術

語 の検討に終始 した。そのため,形 式的側面に片寄 った論述であ り,ヘ ーゲル 『法 の

哲学』の豊かな内実を捉 えていない とい う非難 は甘ん じて受けなければ ならない。 ま

たその限 りで,ヘ ーゲルにおける 「理念」が 「走 り去 る船が溺 れる者を置 き去 りにす
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るように,自 然 と自由の分離を 置 き去 りにした」{6}とい う批判に も答xら れない。

ただ,自 由 と自然の関係についてのヘ ーゲルの見方が成立する地盤 また,そ こで

働 く普遍性,特 殊性,個 別性や同一性,否 定性な どの論理的概念の役割 は確認 してお

かねばな らないだろ う。
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(3)G.H.R.Parkinson,`Hegel'sconceptoffreedom',inHegel,ed.M.J.In-
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Die Lehre vom ,Willen" 

Rechtsphilosophie 

    Um die Freiheit and die

in Hegels

Natur

Shigeki TANAKA

   In diesem Aufsatz versucht der Verfasser, den Anhaltspunkt zu bekommen, 

auf dem Hegels Auffassungsweise fiber das Verhaltnis von der Freiheit and der 

Natur betrachtet werden soil. 

   Am Anfang seiner Rechtsphilosophie analysiert Hegel den Begriff des 

Willens, woraus er drei Momenten herausnimmt : Allgemeinheit, Besonderheit 

and Einzelheit. Die Allgemeinheit ist bei Hegel die absolute Abstraktion oder 

die reine Unbestimmtheit, in der jeder bestimmte besondere Inhalt aufgelost ist. 

In diesem Element ist der freie Wille die Freiheit der Leere oder des Verstandes. 

Im Element der Besonderheit tritt das Ich in das Dasein uberhaupt. Durch die 

Unterscheidung, Bestimmen and Setzen einer Bestimmtheit als eines Inhalts and 

Gegenstandes, and durch das Setzen seiner selbst als eines bestimmten will das 

Ich den bestimmten Gegenstand oder Etwas tun. Allein ist der Wille „die Ein-

heit dieser beiden Momenten ; -die in sich reflektierte and dadurch zur Allge-

meinheit zuruckgefuhrte Besonderheit ; -Einzelheit." „Ich bestimmt sich, inso-

fern es die Beziehung der Negativitat auf sich selbst ist." Der wahrhafte kon-

krete -Wille ist „die Allgemeinheit, welche zum Gegensatze das Besondere hat, 

das aber durch seine Reflexion in sich mit dem Allgemeinen ausgeglichen ist." 

   Der freie Wille ist als these negative Beziehung auf sich die Totalitat, wor-

aus die verschiedenen Bestimmtheiten sich zergliedern. Nach dieser Auffassungs-

weise konnte das Vorgefundene, Zufallige oder Notwendige sich als das durch 

die freie Tatigkeit des Willens Hervorgebrachte angesehen werden. 

   In diesem Aufsatz ist die Sache aus dem nur einseitigen Gesichtspunkte be-

trachtet worden, der von mehreren Seiten erganzt werder mul3.
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